
九
六
一

ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
の
無
償
資
金
協
力
取
極
一
覧

-2
-

相
手

国
政

府
・

贈
与

の
限

度
額

又
署

名
日

告
示

日
相

手
国

際
機

関
名

称
協

力
の

目
的

及
び

内
容

は
贈

与
額

署
名

地
署

名
者

告
示

番
号

(
注

1
)

贈
与

の
供

与
期

限
(

効
力

発
生

日
)

(
注

4
)

(
注

2
)

(
注

3
)

ウ
ク

ラ
イ

ナ
政

府
に

対
す

る
贈

与
に

経
済

社
会

開
発

に
係

る
計

画
等

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
生

2021.1.28
日

本
側

倉
井

高
志

在
ウ

ク
ラ

2021.2.16
ウ

ク
ラ

イ
ナ

関
す

る
日

本
国

政
府

と
ウ

ク
ラ

イ
ナ

産
物

及
び

役
務

の
購

入
200,000

千
円

キ
エ

フ
で

イ
ナ

大
使

59
号

政
府

と
の

間
の

交
換

公
文

------------------
(同

日
)

ウ
ク

ラ
イ

ナ
側

ド
ミ

ト
ロ

・
ク

レ
ー

バ
外

務
大

臣

(注
1
）

国
名

に
つ

い
て

は
、

正
式

名
称

で
は

な
く

一
般

名
称

を
用

い
て

い
る

。
(注

2
）

贈
与

の
供

与
期

限
に

つ
い

て
定

め
の

な
い

も
の

は
、

--------------------
と

記
し

て
い

る
。

(注
3
）

日
付

に
つ

い
て

は
、

○
年

△
月

□
日

を
○

.△
.□

と
記

し
て

い
る

。
(注

4
）

告
示

番
号

は
、

官
報

に
お

け
る

外
務

省
告

示
番

号
を

い
う

。
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